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まちづくり・再開発を考える

3つの視点
～わたしたちの意見が未来をつくる～
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計画概要〈図表・資料は千代田区資料から引用。以下同じ〉
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計画概要
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視点①
170メートルの超高層ビル
で秋葉原らしさがなくなる
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視点①
170メートルの超高層ビル
で秋葉原らしさがなくなる
秋葉原らしさが失われる危機
超高層化すれば床面積は大幅に増えるが、その代わり、
いまある道路に面した店の多くはなくなる。

多くの路面店があり、市場（いちば）・バザールのよ
うな個性と活気があることが秋葉原らしさであり、秋
葉原の魅力ではないか。
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視点①
170メートルの超高層ビル
で秋葉原らしさがなくなる
景観・環境・首都直下型地震
・失われる青空、景観、国道に近接し超した高層ビル

「首都直下型地震等による東京の被害想定」
（東京都２０２２年５月）
・人が増えればリスクも増大
・エレベーター・上下水道などのインフラ復旧へ時間6



視点②
税金と区民財産の使い方に疑問
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視点②
税金と区民財産の使い方に疑問
少なくとも８０億円の税金が投入される
（事業費854億円の10％として）

「都心部における市街地再開発事業の補助の
割合がだいたい10％」（2021年7月環境・ま
ちづくり特別委員会における区の答弁）
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千代田区資料より
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計画の主な問題点 ほかにも問題山積です

 問題① 共有化の問題
→自由度が下がる、コストの増加

 問題② 「オフィス＋ホテル」のステレオタイプ計画
→秋葉原の良さを生かす計画になっていない。ソフトとコンテンツの欠如

 問題③ 区道３本の廃道、宅地化
→A街区の区道（同区の13.5％）が全て宅地に。発生交通量は増加

 問題④ 公共施設（清掃事務所）を民間ビルへ共同化
→区が単独で建替え等の意思決定できなくなる

 問題⑤ 権利者の同意率が低い
→今後の計画の見通しが不透明

 問題⑥ 詳細な情報が開示されないまま、計画が強行
→リスクを負うのは権利者。強行による地域の分断

 問題⑦ コロナ前の計画で、再検討されていない
→「建築費高騰」「オフィス空室率の上昇」などが考慮されていない 10
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視点③
話し合いが不十分

→地権者の大方の同意がとれていない
→公聴会の公述意見書では約7割が反対
→公聴会で出た意見の反映を求める委員会集約
→住民不在、行政主導のまちづくり
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万世会館の利用実績
（令和3年度）
→利用件数:葬儀72件／年
（１日１組としても利用率35.6％）

→指定管理料:2238万5000円

葬儀に関しては前年と比較すると件数も増加しており、施
設利用の回復が見られた。一方で、コロナ禍の影響による葬
儀の小規模化で単価は大幅に減少しており、以前からのダウ
ントレンドと相まって、今後も減少傾向になると予測され
る。（「令和３年度 指定管理施設に係る事業報告概要」より） 13



視点②
税金と区民財産の使い方に疑問

葬祭場付きホテルが秋葉原に本当に必要か?
にぎわい・観光のためのホテルと故人を偲び、
送り出す葬祭場を一棟の建物にすることは、
相互にマイナス効果しかない。
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視点②
税金と区民財産の使い方に疑問
公共施設が民間と同じ建物に入ると、たとえ公共施設
であっても、区は単独で大規模修繕や改修の意思決定
ができなくなる。

共用施設については、建物全体に影響する工事（改築、
解体、大規模改修など）を行う際は、施設共用者との
協議、費用負担の調整、合意形成が必要なため、今後
の施設更新等については、施設共用者と十分な調整を
図っていく必要があります。（千代田区公有財産白書
224ページ） 15



視点②
税金と区民財産の使い方に疑問

秋葉原だけでなく千代田区全体の問題
17条手続でご意見を届けてください
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視点③
話し合いが不十分
地権者の「大方の同意」がとれていない
→再開発組合設立には3分の2以上の同意が法の要件
→都市計画決定段階では8割以上の賛成が望ましいとされる

しかし、現時点では、
地権者の６割程度の賛成にとどまる（令和４年７月６日）
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委員会資料
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視点③
話し合いが不十分

公聴会の公述申出意見では約7割が反対
都市計画法16条1項に基づく公聴会（2月10日）
の公述申出意見のうち約7割が反対
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視点③
話し合いが不十分

公聴会における意見が反映されていない
・公聴会は「意見を反映させるために必要な措置」
（都市計画法１６条１項）

・環境・まちづくり特別委員会の委員会集約（３月３日）
「公聴会で公述された内容を都市計画案に反映させること」
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視点③
話し合いが不十分

手段（再開発）が目的化していることが問題
地域の抱える課題解決、よい地域をつくるという目的のために、
手段として再開発事業があったはず。
しかし、いつの間にか手段が目的化してしまっている。

みんなで一緒に目的から考えることが大切。
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視点③
話し合いが不十分
“持続可能なまちづくり”のチャンス
ウェールズの未来世代法
その選択は未来世代の幸福につながるものか
チェックすることを義務づけている
10代～30代の若者、クリエイターなども含めた
多様な人たち参加で、“持続可能なまちづくり”を
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視点③
話し合いが不十分

“持続可能なまちづくり”のチャンス
秋葉原のまちづくりのために、
次世代が参加できるプラットフォームをつくる
Ex.
未来世代タウンミーティングin秋葉原
秋葉原☆次世代まちづくり会議

秋葉原だけでなく、日本の新しいまちづくりのモデルに
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外神田（秋葉原）の
まちづり・再開発を考える

３つの視点
視点①１７０メートルの超高層ビルで

秋葉原らしさがなくなる
視点②税金と区民財産の使い方に疑問
視点③話し合いが不十分
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私たちの意見が未来をつくる

都市計画法１７条による意見募集

区の都市計画案に「賛成」か「反対」かの意見を出せる
（６月１９日まで）

法的には多数決ではないが、「反対」が少なければ、
区の案で都市計画決定されて、このまま再開発が進む
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私たちの意見が未来をつくる

都市計画法１７条による意見募集

区の都市計画案に「賛成」か「反対」かの意見を出せる
（６月１９日まで）

「反対」が多ければ、区の案をストップして、
“持続可能なまちづくり”へと転換するチャンスになる
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外神田（秋葉原）の
まちづくり・再開発を考える

3つの視点
～わたしたちの意見が未来をつくる～

ご静聴ありがとうございました。

弁護士 大城聡 27


